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◆町内で全量売電を主な目的とする事業用の太陽光発電施設の

設置を行う場合、関係法令などにより決められた手続きや近

隣住民への配慮などが必要になります。

　※建築物の屋根または屋上に設置するものを除く。

◆定格出力50kＷ以上の太陽光発電施設（大規模発電施設）は、着

工の30日前までに、太陽光発電施設計画届出書の提出が必要

です。近隣住民への説明会などの結果や計画図など、必要な

資料を添付し届け出てください。
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　美里町内に太陽光発電施設の設置を計画している事業者が、安全や周辺環境などに配慮し、

地域住民の理解を得ながら適正な施設を設置することを目的として、「美里町太陽光発電施設

の設置に関する要綱」を制定しました。

　10月１日から施行され、12月１日以降に着工する施設から適用になります。

　太陽光発電施設の設置をお考えのかたは、まずは建設水道課　建設環境係にご相談ください。
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■大規模発電施設の届出の手順

着工の30日前まで
に届け出る

要望などがあった場合

詳しい内容および様式のダウンロードについて

は、町ホームページをご確認ください。
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◆実施期日

　　日　時：10月29日掌　午前９時～正午

　　場　所：

　　　コミュニティセンター前特設ブース

◆診断対象建物

　　建物所在地：美里町内

　　建 築 年 代：

　　　昭和56年５月31日以前の建築確認に

　　　基づき建築されたもの

　　構 造 形 式：木造の住宅

　　診断手数料：無料

◆申込み・診断方法

　右記「申込み・診断方法フロー」のとお

りです。

　熊谷建築安全センター職員による『無料簡易

耐震診断説明会』を実施します。診断後、耐震

性の劣る建物の場合は、耐震診断・改修工事に

ついての説明・助言を行います。

埼玉県熊谷建築安全センターによる

『無料簡易耐震診断説明会』を実施します！

木造住宅耐震診断木造住宅耐震診断のの

補補助を実施してい助を実施していまます！す！
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